
設備利用規約 

 

この規約は、一般社団法人バリュー・リノベーションズ・さの（以下「運営者」といい

ます。）が管理する「COZY ROOM “ASAHI”遊」（所在地：大阪府泉佐野市元町 4 番 5 号、

以下「本施設」といいます。）内にある PC 端末機及び当該 PC 端末機を設置している部屋

にある備品（調度品を含む）並びに電源設備（以下「本設備」といいます。）を、円滑かつ

適正に利用していただくために必要な事項を定めたものです。 

本規約に同意し、かつ運営者の利用承認を受けた方（以下「利用者」といいます。）に対

し、本施設及を利用できるものとし、利用にあたっては、本規約に定める事項を厳守してい

ただきます。 

 

（目的） 

第１条  運営者は、利用者に対し、本設備の利用を許可し、利用者はこれを利用できるも

のとします。 

 

（所有権） 

第２条 本設備の所有権は運営者に帰属するものとします。 

 

（利用者登録） 

第３条 利用者が本設備を利用にあたり、利用者の個人情報を運営者は収集することがで

き、利用者は了解したものとします。 

 

（利用料金） 

第４条 利用者は本設備を利用するに当たり、事前に所定料金を運営者が指定する方法で

支払うものとします。 

 

（本設備の機能） 

第５条 本設備は別紙に記載する性能で、現状有姿で利用することとし、利用者は了承す

るものとします。 

 

（免責事項） 

 第６条 利用者が利用した PC 本体内やインターネット上でのアカウント、パスワード、

及び利用者が当該 PC を使って使用したデータの入力・管理については、利用者の責任

で適切に廃棄していただくこととし、廃棄しなかったことにより、次の利用者が閲覧や

使用され、不利益を被った場合でも、運営者は一切責任を負いません。 



２ インターネット上での金銭に関するトラブル、個人情報の漏洩・消失等に関して、運

営者の故意または重過失による場合を除き、運営者は一切責任を負いません。 

３ PC・ＤＶＤ－Ｒ/ＲＷおよび CD-R/RW ドライブ・USB メモリ等の使用時のトラブル

に関して、運営者の故意または重過失による場合を除き、運営者は一切責任を負いませ

ん。 

 (１)保存データの滅失、及び左記を原因とする損害等 

(２)自然災害、通信事業者が原因で起こる故障時のトラブル等。（復旧時までの座席利用

料金、時間損失等含む。） 

(３)上記によるデータ滅失から発生した損害等 

(４) 機械不良時の運営者の座席利用料金・時間損失・印刷物の不具合、およびそれによ

る損害等 

(５) チャット・掲示板等のＳＮＳへの書き込みによるトラブル等 

 

（所持品等のお預かり） 

第７条 本施設等をご利用いただく利用者の所持品等をお預かりはしておりません。 

２ 本施設での盗難・紛失については一切責任を負いません。利用者の責任にて貴重品等

の管理保管をお願いいたします。簡易無料物入れもございますが、これについても利用

者の責任で管理していただきますようお願いいたします。 

 

（延長料金） 

第８条 利用者が申込時に指定した利用時間を延長する場合は、その旨を運営者に申し出

て、所定の料金を運営者が指定する方法でお支払いをお願いいたします。 

 

（損害賠償） 

第９条 本設備を故意または過失により破損させた場合には、弁償していただきます。 

２ 利用者が運営者に申し出ずに無断で利用時間を延長した場合は、所定の利用料の５倍

の額をお支払いいただきます。 

 

（故障等） 

第１０条 本設備に異常が見受けられた場合は、利用者は運営者にその旨を申し出てくだ

さい。 

 

（本規約の変更） 

第１１条 運営者は、以下のいずれかの場合に、運営者の裁量により、本規約を変更するこ

とがあります。 

（1）規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき 



（2）規約の変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規

約の変更をすることが変更に係る事情に照らして合理的なとき 

２ 運営者は前項による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の 14日前までに、

規約を変更する旨、及び変更後の規約の内容とその効力発生日をホームページ、その他運

営者が定める方法により通知します。 

３ 変更後の規約の効力発生日以降に本サービスを利用したとき、または、前項に定める規

約の変更の通知後 14 日の経過をもって、利用者は、本規約の変更に同意したものとみな

します。 

 

（専属合意裁判所） 

第１２条 本サービス又は本規約に関して、利用者と運営者の間で生じた紛争は、運営者の

所在地を管轄する地方裁判所に委ねることとします。 

 

  


